
新規業務「一括納付（包括延長）集約先登録」（ＵＩＫ）業務にて、「申告者の利用者コード」及び「申告官署」単位に集約
先の利用者コードを設定することにより、自由化申告により申告者の利用者コードが異なっている場合であっても、1枚の一括
納付書にまとめることを可能とする。
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一括納付（包括延長）集約先ＤＢ 設定例

（※）「申告者」と「集約先利用者」は同一企業の通関業に係る利用者コード（利用者コードの末尾３桁が同じ）である必要があります。
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包括延納に係る一括納付書出力単位の変更


